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に
關
す

る
諸

件
を

有
效
な
し

む
る

に
必
藤

*

る
法
#
を
爾
定
施
行
し
且
つ 

a

&

反
に
對
す
る

.

相

1

品
の
.

罰
則
を
付
す
可
き

こ
と
を
約

]-

た

る
場
合
に
日
本
は

即
ち

條 

約
を
以
て
國
內
に
或

|1
0

法
令
を
制
定
施
行
す

る
の

義
務

を
負
a

為
る
も
の
に
し
て
之 

•

に
依
6

自
ら

主
.

權
行
：使
の

自
由
を
制
限

(

せ
ら
れ

*

る

も
の
な

.

り
。

又
例
へ

ば
國
家
は
通 

商
條
約
：を
締

0
し
て
乳

.

輸
入
^

率
を

協
定
し

*

る
®
合
に
興

國
は
最

早
や
任
意
に
對
手 

國

#

 

M

薇
入
口
に
對
し

m

税
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
も
の
な
る

J>
货
に
是
れ
へ
小
主

^1
f
 

U 

の
^x

曲
を
狗
來
せ

' 

ら

-n

た
る
も
一
の
ミ

' 

云
ふ
可
し

;0

露

■!
;

此
栩
類
の
條
約
中
、

*

も
0

嘴
な

る
は
國
際
地
役
に
關
す
る
條
約
に
し
て
例
へ
ば
日
.本
が
露
轉
沿
海
州
の
領
衡
に
有
す
る 

漁
業
權
の
如

.

き
：滿
洲
に
於
て
有
ず
る

M

道
運
_

、箪
隊

ff
i

屯
等
の
權
利
の
_虹
き
對
手
國
た 

る
露
國
及
び
、支
那
に
取
り
て
は
之
に
依

b

て
其
主
權
行
使

.

の
Q

由
に
積
極
的
制
限
を
加 

へ
ら
れ
.た
る
も
の
忙
し
て
又
列
へ

K

日
露
講
和
條
約
第
ニ
條
に
依
て
日
®
雨
國
は
露
韓 

の
國
®

に
於
て
，
.

雨
國
の

,

土
の
安
全
を

«

迫
す
る
こ

w

あ
る
可
さ
何
等
の
.第
事
上
の
措 

置
を
執
ら
ざ
る

.

こ

及

び

®

九
條
第
ー
一
項
に
依
て

s
i

露
.

爾
國
は
薩
盼

ni
l

ft

又
は
具
:̂近 

の
岛
*

^

於
_

る
#

0:
の
領
地
內
に
保
擧
を
の
他
こ
れ
に
類
す
る
軍
事
上
の
工
作
物
を 

築
造
せ

h

る
.̂

系
^;

宗
谷
海
峽
及
び
：韃
龃
海
峽
の

自

由
航
海
を
妨
碍
す

る
乙
ビ
.あ
る

可 

き
何
等
平
事
上
，の
措
歡
を

執

ら
ざ
る

こ

と
を
約
し

た
る
が

如
き

日
露

兩
國
は
相
互
に
其 

圭
權
の

.

.

行
^

>

に
_消
極

的

制
限
を
甘
受
す

る

も
の
^
云
ふ
可

し
。

此
外
、祖
借
條
約
の
タ
き 

保
議
條
約
の
如
き
永
世
厨

-

外
中
立
，條
約
の
如
&
又
は
第
二
海
牙
平
和
會
._の
決
定
に
係 

る
契
約
上
：
.

の
債
.

務
同
：收
の
爲
蛉

 

用
©

制
限
に
關
す
る
條
約
、開
戰
に
關
す 

る
條
約

、

®

發

自
動
水

«

の
m

設
に
關
す
る
條
約
、海
戰
に
丨
於

け」

る
»

獲
撤
行

使
，0
.
制
：限

.

に
，
 

關
す
る
條
約
の
如
き
贺
こ
の
類
な
り
。
最
近
の
國
際
聯

W

親
約
^
に
は
國
家
の
主
權
行

第
屮
四
怨
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三
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I

M

キ
、

使
の
自
由
忙
制
限
を
加
ふ
る
の
規
定

| 

ニ
^

|1
:

ま
ら
；ず
。

即
ち
國
‘家
は
 

一
Ji

條
約
に
依

_ 

$

て
他
國
に
對
し
義
務
を
肩
ふ
ど
き

'

は
其
主
權

の

行
使
又
は
國
際

'

法
上
の

*

利
"r

使
R

1

足
の
制
.限
を
課
せ
ら
る
、
も
の
な
る
が
故
に
國
家

_

立
權
の
範

®1

及
び
程
度
は
決
し

て
絕
對
無
制
限
に
非
ざ
る
を
知
る
可
き
と
同
時
に
苟
も
一
旦
倐
約
に
依

b

て
一
定
の
義

務
を
負
；

s

た
る
も
の
は
，誠
實
に
之
を
履
行
す
る
の
責
任

.

：あ
る
を
辦
へ

ざ

る
可
か

6

ず
。

國
家
獨
立
權
に
名
を
假

6

て
國
家
は
何
事
を
爲
す

も

憚
る
所
な
し
ビ
て
條
句
上
の
義
務

を
無
視
す

5

如
き
S

大
f

不
法
に
し
て
歐
洲
大
戰
中
鬆
け
る
獨
逸
の
行
動
は

.

暴
戾
を
極
め
炎
る
も
の
と
し
て
國
際
的
弾
劾

I

が
れ
ざ
る
.も
の

な
々
。

斯
る
凝
立
權

.

の
濫
用

.
に
對
：し
て
對
手
國

.は

.報
復
又
は
干
渉
の
權
利
を
有
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
是
れ
干 

涉
が
合
法
く

I
I

め
.
ら
る
、

一

の
場
^

な
り
。 

.

1

國
家
猶
泣
權
は
女

.
國
#

法
に
依
々
て
：制
限
せ
ら
る
。

國
際
法
規
中
、到
國
條
約
の
形
式 

.

.
丨
於
て
存
在
.す
る
も
の
は
前
項
に
論
ず

.る
如
く
條
約
上
の

*0

限
に
依
i

て
旣
に
國
家
«
 

思
の
自
由
な
4

行
使
を

檢
束

.す
る
の
み
な
ら
ず

國

際
法
力
を
有
す
る

國
際

慣
例
に

依
て 

も
亦
そ
の
自
由
を
制
限

I

る
可
し
。
例
へ
ば
領
海
三
海
哩
の
原
則
の
如
き

外

國

港
•

_

‘

内
.に
' 

於
け
る

® :
M

.の：特
猶
の
如
き

外

國
饋
土
內
は
駐
屯
す
る
軍
隊
の
.特
權
の
如
き
若
し

,
: 

く

は
外
國
に

«

在
す
る
君
主
、外
國
に
駐
劄
す
る
外
交
官
の

#

權
の
如
き
古
來
の
國

_

«

ぃ
例
に
：於
て

.

之
を
確
立
せ
ら
れ
現
代
國
際
法
上
の
確
定
原

.
則
ど
認
め
ら
る
、
も
の
は
各
國

の
誠
實
に
遵
守
ぜ

.

ざ
.

る
可
か
ら

.
ざ
る
所
な
^
。，此
故
に
若
し
國
家
の
獨
立
權
を
濫
用
し

;

:

:

.:.

.

て

楚

等

の

國

際

：原「

則
，を
ー
無.
視
し
例
^

駐
劄
す
る
外
國
外
交
官
を
掏
禁
し
又
は

領
海
を
三
海
哩
以
上
に

«

大
す
る
が
如
き
こ
ビ
ぁ
ら
ん
か
國
際
法
上
®
大
な
る
違
法
の

行
爲
と
し
て

©

に、之
に
.依
る
對
手
被
窖
國
の
み
な
ら
ず
列
國
一
般
ょ
ぅ
干
渉
を
受
く
可

き
を
凝
悟
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。

:■

斯
る
場
合
；に
於
け
る
干
涉
は
合
法

5

認
め
ら
る
、
所
な

. 

.

. 

>
9 

'

{
四)

：
國
象
獨
立
權
：は

\

又「

他
國
の
&
衛
權
に

依
6

て
制
限

を
加

へ
ら
る

可
し
。
自
衛
權
の
何 

7
^

の
ブ
る
や
は
旣
に
貧

號
に
詳
論
し

^

る
r

の
如
し
。

例
へ

ば

一
國
政
府
が
典
國

U

在 

.住

す
る

外
國
人

^

の
生

^

又
は

^

產

に
對
.し

て

不

法

の

侵
害
を
加
へ

た
.る
場
合

に
後
者 

:

の
政
府

は

其
加
:;

へ
ら
れ
た
る

侵
害
を
救
濟
す
る
爲

め

に
對
手
國
に
對
し
實
力
を

f

臨 

む
•こ
ビ

を
得

べ

し

。

此
場
.合
に
加

害

國

&

府
は
國
象
獨
立
權

.
を
.

ロ
實
ビ
し
.て

»

不
法
.の

第

十

四

怨(

三
五
九)

^
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第コー號丑八

0
害
を
强
辯
す
る

.

こ
と
能
は
ざ
る

.

は
勿
論
、被

®

國
政
府
の

*

力
，的
：干
渉
を

0

し
て
典
雜 

立
*

を
胃
さ
れ
た
る
も
の
と
杭
論

t

る
を
得
ず
"

自
衛
權
が
法
理
上
權
利 

や

齊
や
の
問

.

題
如
何
に
拘
は
ら
♦
苟
も
自
衛
上
の
理
由
に
沿
で
た
る
實
カ 

を
合
法

W

 

■

め
ざ
る
可
か
ら
ず
。
即
ち
此
糨
の
實
カ
行
使
'は
合
独
の
干
涉

. 

-:.
.
. 

:

;
:■
;
 

■
. 

. 

.

!
:.
. 

. 

■

'
 

-

;;:
:■
:■
•

;■
,

:

’ 

.〔

'

— 

.：

.

せ
ら
る
、
所
な

h
v
.
o

と の と  
し 行 1  
X 使 %  

認 は 可  
容 之 き :

,

八

:
.
.
.

.

然
ら
ば
所
謂
干
渉
ビ
は
何

 

み
や
に
就
て
は
國

K

法
學
漭 

f

と
離
も
余
は
極
め
て
簡
約
に

「

干
渉
ビ
は
他
國
の
意
思
に
反
し
て
锊
國
の
意 

，る
を

S

ふ
它
定

0
す
9

:

自
國
：
の
意
思
を
'强
制
す
と
は
他
國
の
意
思
に
反
し
て
自 

.

强
®

腿
制
す

.
る
，の
謂

.

.
_ひ

な

ら

。

自

國

の

意

，思

を

强

袈

滕

制

す

と

は

他

國

.が
之
れ 

ビ

き

は

實

カ

を

加

：；へ

我

し
く

队
.加
.ふ

る
--
;̂

ぁ
る
可
き
威
嚇
を
云
ふ
。

他
國
の
意

M

に
反

し 

て
强
：
悪

0
制
す
る
へ
も
の
な
る
が

故
に

全

く
勸
吿
の
性
質
を
有
す
る

に
此
ま
&

何
等
の
威
嚇
を 

伴
ふ
こ
ビ
な
き
周
旋

(
G
o
o
d

 

b
f
f
l
c
e
s
)

及
び

.居
中
調
停
，

(
M
e
d
i
a
t
i
o
n
)

は
干
渉
に
非
ず
。

又
條
約
の 

规
定
に

^

づ
.き
若
し
く
は

®

手
國
の
依

®

に
依
り
て
自
國
の
意
思
を
行
ふ
も
の
も
^
干
涉
に

に 國 思 の  
應 の を 所  

せ 意 强 說  
ざ 思 制 區  
る を す 冷

涉
ず
。
他
國

Q

意
.

思：に
反
し
て
强
耍
膝
制
す
る
も

.

の
.

F
非
ざ
.

れ
.

ば
a

P
O
然
ら
ば
國
家
は
他

_

の：，主

•

權
又
は
國
際
法
上
：の
權
利
行
使
じ
，對
し
て
干
渉
す
る
の
權

.

利
を
有
す
る
も
の

'

f

や
。

.

. 

-
 

.

.

.
:
.
' 

.

十
少
す
る
の
•權
利
な
し

w

主
張
す
る
も
の

 

>
說
に
日
く 

.

(

一)

'抑
 

'
 

國
家
ば
最

'

高
等
上
の
權
ガ

«

な
る
が
故
に
他
國
の
意
思
に
服
從
す
る
は
，典
本
來 

.

©

性
質
に
反
す
可
し
。
葶
し
も
矛
涉
の
權
利
を
認
め
ん
か
國
家
の
獨
立
權
は
痕
名
無
實

に
歸
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
可
し
。

:'

(

ニ)

國
家
は

|

谷
自
固
有
の
：事
情
、即
ち

&

族
、歷
史
、信
敎
、習
慣
地
理
、經
濟
等
に
依

h

1:

立
國
の 

.

狀
態
を
異
：に
し
隨
：て
：其

»

狗
對
外
の
政
策
を

 

一
R.

せ
ざ
る
を
常
ミ
す
、

が
故
に
此

»

實 

.

'

を
*

視
し
：て

：
，
.他
，
.

國
の
/

意
思
'を
自
國
の
意
思
の
儘
^
律
せ
ん
ビ
す
る
は
國
家
稃
立
の
基

#;

を
®

 

く
す
、る；も
の
ビ
云
ば
ざ
る
可
か
ら
ず
。

 

、

(

3

M

に
實
際
上
の
利
窖

ょ
ぅ
云
ふ
も
干
涉

R

依
.
ぅ
て
他
國
は

|

旦
屈
す
る
こ
ど
あ
る

可 

き
も
之
に

.
依
り
，て；其

(

惡
：
感

を

買

：ひ
‘

國
際
平
和
を
害
す
る
の
種
子
を
蒔
く
の
み

.
な
ら
t

其
，
 

干
渉
の
目
的
を
連
せ
ん
が
爲
め
に
は
往
令

對
手
國

を
滅

C

せ
し
め
ざ
れ
ば

止

ま
营
こ

.

と
あ
.
.

る
.

可
.

し
。 

'

然十
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三六
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.
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號

ナ
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之
を
非
干
涉

0

說(Principle 

of nQn-intervention)

ビ
云

ふ
。

一

方

に

國
際
法
が
國
家
の
湛
本

1! 

ビ
し
て
國
家
獨
立
權
を
認
め
之
を
以
て
國
家
存
立
の
最
大
耍
件
の

一

と
す
る
以
上

£

の
1

利 

ビ
矛
盾
す

.

る
干
渉
の
權
利
を
是
認
す

も

は
論
理
の

一
賞
.

を
缺
く
も
の
ど
云
は
ざ
る
可
か
ら
中
。
 

故
に
國
家
獅
立

«

は
他
f

何
等
の
侵
犯
を
蒙
む
る
こ
と
な
く
し
て
：支

持

f

る
可
き
を
以 

ニ 

J

 

^

ビ

爲

す

W

た
*
れ
國
家
は
自
ら
其
獨
立
權
を
支
持
す
る
と
同
時
に
他
の
國
家
の 

狽
立
權
も
亦
こ
れ

‘

を
尊
重
せ
ざ
る
可
か
，ら

t

s

に
其
權
利
を
尊
重
支
持
す
る
は
國
家
典
稆
の 

根
本
義
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
此
故
に
若
し
も
或
國
が
國
家
は
互
に
最
高
無
上
の
權
ヵ
奢
な 

る
‘を：以
て
自
由

.に
行
動
し

#
ベ
し
ど
の

.ロ
實
に
依
り
其
固
有
.の
獨
立
權
を
濫
用
し
て
他
國
の

0 

b
 

*
 

b
 

^
 

^
0 
0

^

其

i

切
.
の
手
段
を
盡
く
し
て 

招

，利

を

防

衛

せ

ざ

る

可

か

：6

;

t

'
國

家
.ft

:に

於

け

る

箇

人

間

の

權

利
#

議

に

就

て

は

一

方

の 

M

0

S

に

對

し

七

：他

方
S

:

濟
保

f

る

の

篇

ど

.方
S

を
存

J

 

f

國
家
間
に
於 

け
る

#

議
に
在
り
て
は
其
救
濟
保
謎
の
機

S

法
ど
も
に
完
備
せ
ざ
る
が
故
に
國
家
は
其
侵 

犯
せ
ら
れ
た
る

0

已
の
權
刺
に
就
て
自
ら
他

^

對
し
之
を
防
衛
す
る
の

外
な
し
。

干
渉
は
即 

ち
其
褴
利
防
衛
の

1

手

段

な

り

と

云

ふ

可

し

。

推
.だ

夫

れ

權

利

防

衛

の

手

段

な
f

 

I

ic

防

衛
の
手
段
に
外
な
ら
ぎ
る
：が
故
：に
濫
に
之
を
用
ゆ
る
を
得
す
。
干
渉
が
權
利

S

し
て
認
め
ら 

■

る
：、
は
或
局
限
せ
ら
れ
た
：
.

る
.

特
定
の
場
合
；に
，限
る
可
し
。
此
章
味
に
於
て
干
渉
の
權
利
は
國 

家
獨
立
權
の
原
則
に
對
す
る
例
外
を
爲
す
も
の

5
1
1

め
ら
る
。
而
し
て
旣
に
述
ぶ
る
如
く
干 

涉
の
合
法
ミ
認
め

、
b

る

\
場
合
に
：三

®

あ
A

。

.日
本
が
西
比
利
垔
に
今
尙
ほ
多
數
の
箄
隊
を 

駐
屯
せ
し
め
露
國
領
土
の
一
部
を
占
領

.

せ
る
は
果
し
て
如
何
な
る
權
利
に

S

づ
く
も
の
な

b

や
。
之
を
以
て
合
法
の
干
渉

^

自
す
可
き
や
。

.. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

. 

. 
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.
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’九
：：，

(
一
)
：

條
紗
.

上
の
義
務

.

不
履
行
に
對
す
る
〒

.

渉

條

.

約
に
依

$

て
■義
務
を
負
ふ
國
が
興
義
務 

を
履
行
せ

:t

又
^

之
.

に
違
反
し
た
る
場
合
に
は
權
利
國
は
之
に
對
し
て
®
行
も
し
く
は 

賠
償
を
請
求
し
若
し
之
に
應
せ
ざ
る
ビ

&

は
干
涉
を
爲
す
こ

W

を
得
べ
し
と
云
ふ
。
然 

.

.

.

.

.ら
ば
日
本
軍
隊
の
西

a

利
^

に
策
動
し

<>

、
あ
る
は
何
か
露
國
が

P

本
に
對
す
る
條
約 

上
の
'義
務
を
屣
行
せ
ず
又
は
之
に
違
反
し
た
る
が
爲
め
に
干
渉
の
權
利
に
訴
へ
て
此
手 

段
に
出
で
た
る
も
の

.

«

り
.

や
。
日
本
政
府
の
內
外
に
對

.

す
る
®

明
に
於
て
曾
て

.

西
比
•利 

ff
i

i

t

■初
の
出

.

兵
及
び
今
日

.

の
.

駐
兵
の
理
；由
を
：此
輝
の

.

干
涉
の

.

禪
利
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依
て
辯
疎
し
农
る
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こ
と
な
く
又
實
際
に
、出
典
、駐
典
で
名

R

此
.

0

.

故

U

.

.

出
で
^

る
も
,

に
非
ざ
る

S
り
？
 

(

ニ)

 

_

際
法
違
灰
に
對
す
る
干
渉
抑

,

國
際
法
は
國
際
開

0

'法
的
踩
序
を
維
持
す
る 

.

以
て
存
立
の
目
的

S

爲
す
。

而
し
て
其
秩
序
の
維
持
.は
各
國
存
立
の
遞
礎
要
件
な
る 

故
に
^

し
國
際
法

.

に
違
反
す
る
も
の
あ
る
ビ

S

は
#
國
は
一
檬
に
典
存
立
の
基
遨
こ 

.

.

し
.V

危
險
を
感
發
ざ
る
を

#

t

即
ち
國
際
法
の
違
反
に
對
し
て
は
之
に
依

$

 

C

IS 

に
權
利
を
侵

®

せ
ら
れ
炎
，る
國
は
勿
論
、第
三
國
ど
雜

も

八ロ.
法
に
干
渉
を
爲
す
の
權
利 

丨
認
め
ら
る
、
所
以

.

な
&

 

0

然
ら
ば
露
國
は
何
か

.

國
際
法
に
違

.

反
し
た
る
行
爲
あ
公

し 

#

め
日
本
は

•

西
比
利

25

に
對
し
兵
力
的
干
涉
を
試
み
つ

a

あ
&

や
と
云
ふ
に
露
國

R

 

事
實
«

き
は
勿
喻
我
出
揉
及
び
駐
兵
も
斯
る
ロ

®

に
假
託
す
る
に
非
ざ
る
な

K

V

O
 

H

)

：
自
術
權
に
基
；く
干
渉

'

自
衛
#

を
理
由
ど
し
て
他
國
の
內
政
に
干
涉
す
.る
こ
ど
を 

る
は
久
し
く

®

め
ら
る
、
所
な
ぅ
。
■

'余
は
前
號
杧
於
て
自
術
權
を
ロ
實
と
し
て
西
比 

.

i
JS
®*

兵
を
類
疎
す
る
の
謂
：れ
な
き
を
詳
へ
論
し
た

^

N

o

'

然
る
に
.

今

期
«-
會

に

於

て

政

府

の
 

辯
明
す
る
所
に
據
：れ
ば
今
，尙ほ
チ
エ
ッ
ク
、ス
口
ー
グ
ァ

，
ク
®

 

r

救
拨
す
る
の

0

盼
を
以
て 

.

駐
兵
す
る
も

'

の
な
.

.O
S

ビ
云
へ
办
タ

1

昨
年
七
月
の
日
米

.

共
同
壯
兵
，
.

に
依
5

て
夙
に
其
、過

をがを 接 對がm 得 典

s

激
派
及
獨
燠
俘
爾

^

手
ょ
^

救
援
せ
ら
れ
其
衆
送
の
路
を
關
か
れ

た

る

可
き
辔
の

チ
ェ

ッ
 

ク、ス
ロ
ー
グ
ァ
ツ
ク
兵
が
其
後

一

年
有
半
を
經
過
し
衣

る

今
日

に
至

る

ま

で

西
比
利
亜
に 

放
浪
し
つ
、
あ
办
し
_其
實
際
の
事
情
に
通
す
る
も
の
に
取
ち
て

は

日
本
跟
隊
の
西
.比
刹 

Is
i

駐
屯
を
辯
明
し

v

今
®

ら
チ
ェ
ッ
ク
、ス
ロ

1
グ
ァ
ッ
ク
兵
の
救
拨
を
云
令
す
る
が
如
き
世 

間
を
•愚
に
す
る
の
甚
だ
し
き
も
の
ビ
信
す
れ
ど
も
假
に
之
を
以
て
誠
實
な

:6
'

辯
疎
な
ぅ 

★

す

る

.
も

元

來

，1

昨

年

：
の
..：旧

米

出

典

そ

，

の(

物
.

が
"
如

何

な

る

趣
'.

®

に
.

依
て
：も
法
律
上
の
根 

據
を
有
せ
ざ
セ
わ
所
な
り
。
西
比
利

35

の
：
チ
へ
ッ
ク
、
ス

货

1

グ
？
ク
典
ヒ
は
何
ぞ
や
。
彼
等 

は
元

ビ

舊
堞
何

_

取
の
.

一
部
に
.

屬
し
た
ら
し
も

.

露

0
に'降

ぅ

て
其

軍

に
加
は
り
塊
甸
國 

に
背
叛
抗
敵
し
た
る
も
の
な
ヶ
。
然
る
に
露
國
は

一

九

1

八
年
三
月
の
ブ
ン
ス
ト
、ジ
ト 

ク
ス
ク
條
約
：に
侬
ら
て
戰
带
を
終

±

し
爾
後
法
理
上

‘

に
も
事
實
上

b

も
純
然
た
る
中
，立 

國
ビ
爲

b

し
も
の
な
る
が
故
，に
其
，權
內

R

有
し
ぬ
る
一

.

切

の
#
虜
は
之
を
解
放
せ
ざ
る 

可
か
ら
ざ
る

.

ビ
同
時
に
露
國
は

.

新
'

に
中
立
國
な

.

る
#

務
^

j

し
て

j

方

の

交

戰

_

ぺ

»

搜
に 

依
然
敵
對
す
る
チ
ェ
ッ
ク
、ス
ロ

 

グ

ァ
ッ
ク
兵
を
其
國
內
.に
拘
束
す
る
こ
と
を
耍
す
。
是

.

れ 

陸
戰
の
場
合
に

' 

於
け
-る
中
立
國
及
び
中
立
國
人
の
權
利
義
務
杞
關
す
る
海
牙
條
約
の
命 
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f

る
所

な
り
o
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®

丸)

果
じ
て

#

ら
ば
露

K

過
戰
派
政
命
が

：
.

チ
H

i

、ス
口
ー
グ
ァ
ッ
ク
軍
の

0 

比

利
®

を
通
，過
し
て

.

佛
國
戰
場
に
赴
か

ん
e

す
る
を
中
途
に
て
阻
止
せ
ん
と
し
た
る

^
 

當
然
の
處
镫
に
し
：て
.

此
.

«

.

牙
條
約
に
加

.

盟
せ
.る
日
米
兩
國
が
兵
力
的
干
涉
に
訴
へ
て
其 

通
過
を
強
制
せ
ん
ど
し
た
る
は

'

明
に
條
約
を
破
却
し
た
る
も
の
な

A

ビ
の
非
.難
を
免
が 

，.る
.可
か
ら
ず
。
:

如
ち
チ

H

ッ：
.

ク
、ス
ロ
ー
グ
ァ
ッ
ク
軍
救
援
の
爲
め

ff
i

H

が
露
國
內
に
典
堪
隊 

^ :

入
れ
た
る
は
露
國
の

(

中
立
：權
を
侵
害
し
た
’る
も
の
に
し
て
最
初

ょ
4

不
法
の
干

#

た 

A

し
も
の
な
り
。
然
る
に
今
に
至
で
何
ほ
其
救
援
を
云
々
し
て
撤
兵
を
肯
处
ざ
る
は
如 

タ
に
.

廣
篆
に
自

.

筛
桃
の
作
用
を
解
す
る
も
之
に
依
て
辯
明
す
る
を
得
ざ
る
も
の
な

6

。

(

註
九

)

條
約
第
ニ
プ

^

交

戰

翁

は

1
平
.隊

又

It

弾
：踏
若
く
は

¥

需

,!
/,の
輜
茁
も
し
て
中
立
國
の
領
し 

を

M

過

せ
し
も
る

:

ヾ

」

4

得

t'
J

D
^
.倏「

^

戦
國

0

爲
.
め：屮
立
國

.
の
.

r

土 

.に

.
於
.
.
'て
戦
闕
部
隊

^

.
編
.
成
し
又

.
It
.
微
.
.藤
都
務
所
を
開
■設 

t

る

ニ 

W

を
得

^

1

第

j£
l

條「

中
立
國
は
へ
其

'
領
土
じ
於
て
第
二

^
條
■
乃
至
第
四

條

に
揭
げ
た
る
一
切
の
行
烯
を
寬
容
す
可 

か
ら
ざ
る

.
も
.
'
;
.
の
.：と

■
す
--
*

第
十

.
一條

「

交
戦
國
の
平
に

.
扉
す
る
平
腺
が
：：中
立
國
領
土
に
人
リ

I:
る
と
合
は
該
中
立
國
は
成
る 

可
く
戰
地
ょ
リ

_

離
.じ
_
て「

之
4

:
留

0

す

.可
し
。

中
立
：國
は
右
軍
隊
か

_

鞍
內
に
盥
設
し

a

つ
说

.. 

— 

.. 

_
_ 

. 

: 

, 

j

.
.
.

築
若
く
は

#

に
之
が
爲
办
に
設
備
，し
.
/:

る揚所に幽閉すること

か

得」

國
家
が
他
國
に
鍊
し
て
合
法
に
干
渉
す
る
こ
と
を
得
る
各

a

の
場
合
に
就
て 

兵
及
び
駐
兵
の
法
理
的
根
據
を
發
見
す
る
こ
ビ
能
は
ざ
る
即
ち
斯
の
如
し
。
然 

令
の
理
由
の
下
に
干
涉
を
誠
み
た
る
の
例
少
な
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
學
者
中 

す
る
も

•

の
亦
な
き
に
非
ず
。
例
へ
ば
人
道
を
理
由

と

す
る
干
涉
，勢

-

力
均
衡
を
理 

涉
の
如
き
，楚
れ
な
办
。：

(

n

A

0
を
霉
由
く
す
る
干
渉
或
國
の
施
政
が
壓
制
又
は
殘
虐
に
し
て
人 

も
の
あ

6

 

C

解
め
た
る

®

合
に
他
國
が
之
に
干
渉
し
て
其
非
.行
を
改
め
し 

る
の
例
は
歐
洲
列
國
が
屢
名
耳
其
の
耶
蘇
敎
徒
辑
_
に
對
し
て
試
み
た
る 

;

之
1
:

を
見
る
を

.

#

:

べ
し
。
;:
:

就
中
露
國
ゲ
.：

「

 

宣
戦
し 

以
て
理
由
と
し

/2

る
も
0

な
り
。

1

X

九
八
年
の
来
西
戰
雜
の
起
原
た
る 

於
げ
る
西
班
；牙
.

の
：暴

政
^

對
し
米
國
が
干
涉
を
爲
し
穴
る
は

.

亦
人
道
：を
理 

も
の

に
外
な
ら

ず
。
然
，れ
ど
も
凡
そ
國
際
法
上
國
家

.

間
.

の
_

係
は
.純
然
た

由 こ る . 西
^ れ に 比  

す を 古 利  
る 辯 來 35 
干 疎 種 出

る 由 キ た 干 め 道  

法 ！ ュ る 涉 ん に  
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に
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國
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.

爾
匕
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し

»

«

的
善
#

:

を
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制
す
今
の

.

權
：刺
.ぁ
 

:

'

,

.

I

る

を

得

ず

。

人

：
道

：

.

を
云
>

し
て
他
因
の

.

道
德
；的

^

省
を
'

强
1|

す
る
.

ゅ
觸
に
法
律
的
_關
係 

:

0

:

範
;©

を
超
M

し
た
る
も
の
と
云
ふ
可
し
。
況
や
徉
々

_

戰
の
ロ

.

奪
を
得
ん
が
爲
め
に
，

、
 

,

國
に
對
む
人

.

遨
に
假

|6

し
.

某
&'

政
に
千
渉
す
气
か
，如

&

.

.

不
正
'

な
る
.

手

段

に

利

用

せ

..•ら

る.

、
の
、危
臉
な
き
に
非
ざ
る
に
於
て
を

‘

や
。

故
に
人
，.遨
を
理
由
と
す
る
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又
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條
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